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障害者福祉課 

 

港区障害者（児）日中一時居場所提供事業の実施について 

 

 区は、障害者（児）が安全に過ごせる居場所の確保により生活の充実を図るととも

に、その家族が安心して就労できる環境を整え、家族の介護による負担などを軽減す

るために、令和４年１０月から、障害福祉サービス等を提供する事業所と協定を締結

し、事業所内で障害者（児）の活動等の見守りなどを行う「障害者（児）日中一時居

場所提供事業」を実施します。 

 

１ 障害者（児）の日中の居場所に係る現状と課題 

  障害者については、施設に通所して、食事や排せつの介護を受けながら創作活動

などを行う「生活介護」や、商品の製作などを行う「就労継続支援」等の日中活動

終了後に、家族が仕事から帰るまでの時間を待つために過ごせる居場所が少ない状

況です。 

  障害児についても、放課後等デイサービス事業所の数が少ないため、希望した日

に通えないこと、長い時間預かることができる事業所が少ないこと、重度の障害特

性のある児童を受け入れることができる事業所がないことなどから、放課後や夏休

みなどの長期休業中に過ごせる居場所が少ない状況です。 

  障害者（児）に対して、日中活動後や放課後等に安心して過ごせる居場所を提供

することで、本人の生活をより充実させるための支援に加えて、その家族が就労で

きる環境の整備や休息するための時間の確保を支援することが喫緊の課題となっ

ています。 

 

２ 事業の概要 

  本事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く事業のうち、各自治体が地域の事情に応じて選択できる地域生活支援事業の中の

「日中一時支援事業」として実施します。 

  日中一時支援事業とは、障害者（児）の家族の就労支援及び一時的な休息を目的

に、障害者（児）の日中における活動の場を施設等に確保し、見守りや余暇活動な

どの支援を行う事業です。 

  区では、現在、重度障害児を対象に、夏休みなどの長期休業中のみ日中一時支援

事業を行っていますが、今般、障害の程度を問わず、障害者（児）を対象に、主に

日中活動後や学校下校後から家族が職場から帰宅する時間までの日中一時支援事

業を開始します。 
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（１）対象者 

  ア 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付され

ている者 

  イ 手帳は交付されていないが、障害福祉サービス等の受給者証を交付されてい

る者 

（２）活動内容等 

  ア 活動内容 

    動画の視聴や創作活動などの趣味の見守り、宿題などの学習支援、簡単な体

操など 

  イ 通所方法 

    障害者（児）自身による通所、家族等による送迎、移動支援の利用 

  ウ 職員体制 

    利用者２名に対して、支援員 1 名で支援します。 

    支援者の中には、有資格者（※）を１名以上配置することとします。 

    ※居宅介護提供資格、支援員１年以上経験、児童指導員資格などを持つ者 

  エ 実施時間 

    障害者（児）の日中活動後や学校下校後から、家族が仕事から帰るまでの時

間やその家族が休息するための時間（午後４時ごろから午後７時ごろまでを想

定しています。） 

  オ 利用者負担 

    １時間当たり２２０円（事業所に支払われる基準単価２，２００円の１０％） 

（３）実施予定事業所 

   区と協定を締結して、障害者（児）へ居場所を提供していただきます。 

  ア 有限会社 ユーエル介護センター【障害者を対象】 

    所在地：港区六本木３－４－３１－３０２ 

    活動内容：動画の視聴や塗り絵などの創作活動等 

    同時受入れ可能人数：２人 

  イ 相談支援 Ｋ－スタジオ【障害児を対象】 

    所在地：港区赤坂７－２－６－２０２ 

    活動内容：宿題やドリルなどの学習支援や工作活動等 

    同時受入れ可能人数：４人 

 

３ 経費 

  予算額 ４，９５０千円 

  ※財源構成：国＝５０％、東京都＝２５％、港区＝２５％ 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年１０月    実施予定事業所との協定の締結 

      １１月以降  事業を実施する事業所の拡大に向けた調整 

  令和５年 ３月    利用者アンケートや実施事業所からの事業に係るヒア 

             リングの実施 

       ４月以降  事業の実施状況の周知及び実施事業所の更なる拡大 


